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� 正しい運転・明るい輸送運動表彰受賞者決定
全ト協会長表彰�受賞者決定

第46回岡山県トラックドライバー・コンテストを開催します
岡山県から感謝状を贈呈されました
自動車運転練習場をご利用ください

岡山県トラック人材確保対策支援金のご案内
岡山県トラック物流効率化支援金（第３期）のご案内

省エネ運転講習会のご案内

TOPICS

4
2026
April



本 会 〒700-8567
岡山市北区青江1-22-33
TEL  086-234-8211 （代） 　 FAX  086-234-5600

岡 山 支 部 〒700-0941
岡山市北区青江1-22-33
TEL  086-234-8211 　 FAX  086-234-5600

倉 敷 支 部 〒710-0847
倉敷市東富井850-1
TEL  086-425-0108 　 FAX  086-425-0138

備 中 支 部 〒714-1224
小田郡矢掛町本堀1296-1
TEL  0866-83-1365 　 FAX  0866-83-1366

美 作 支 部 〒708-0842
津山市河辺722-5
TEL  0868-26-4436 　 FAX  0868-26-4450

備 前 支 部 〒705-0023
備前市伊里中516-1
TEL  0869-67-2882　 FAX  0869-67-2883

自動車運転練習場 〒709-0626
岡山市東区中尾355-1
TEL  086-279-8022 　 FAX  086-279-8022

陸上貨物運送事業労働災害防止協会
岡山県支部

〒700-0941　岡山市北区青江1-22-33　1 階
TEL  086-234-1332 　 FAX  086-234-5600

岡山県運送事業協同組合連合会
岡山県高速運輸事業協同組合

〒700-0941　岡山市北区青江1-22-33　2 階
TEL  086-234-8100 　 FAX  086-234-8383

自動車事故対策機構　岡山支所
運行管理者各講習・適正診断等に関するお問い合わせは
こちらへご連絡ください。

〒700-0941　岡山市北区青江1-22-33　3 階
TEL  086-232-7053 　 FAX  086-231-6742

一般社団法人 岡山県トラック協会及び支部 ご案内

岡山県トラック総合研修会館 入居団体 ご案内

1.	 	正しい運転・明るい輸送運動表彰受賞者決定
1．	 全ト協会長表彰	受賞者決定
2.	 	第46回岡山県トラックドライバー・コンテストを開催します
6.	 	岡山県から感謝状を贈呈されました
7.	 	自動車運転練習場をご利用ください
8.	 	美作支部勉強会を開催
9.	 	「おかやま森づくり県民基金」への寄附金を贈呈しました
10.	 	令和７年度	ダンプ部会新年互礼会を開催
11.	 	中ト協	中国地区物流政策懇談会を開催
12.	 行政だより
 ・春の全国交通安全運動について
 ・春の交通安全県民運動について
 ・年次有給休暇の活用による働き方・休み方の見直しについて

24.	 協会だより
 ・岡山県トラック人材確保対策支援金のご案内
 ・岡山県トラック物流効率化支援金（第３期）のご案内
 ・省エネ運転講習会のご案内
 ・無料採用ホームページ制作のご案内
 ・青年協議会 会員募集中！

30.	 閲覧室
 ・自動車事故対策機構岡山支所だより
 ・ヤマト・スタッフ・サプライ
 ・お知らせ

45.	 資料
 ・ 中退共

47.	 申込書関係
 ・ 春の全国交通安全運動 自主点検表
 ・ 第46回岡山県トラックドライバー・コンテスト申込書

C o n t e n t s

［今月のトピックス］



全日本トラック協会長表彰
受賞者決定！

　令和７年度の全日本トラック協
会長表彰（当誌10月号にて推薦公募）
の受賞者が下記のとおり３月５日
に決定しました。
　この表彰は、全日本トラック協会
長から、トラック運送事業の役員と
して20年以上、あるいは団体役員と
して15年以上その業務に精励され、
業界の発展に寄与し功績顕著な方
に対して感謝状が、また、トラック
運送事業の従業員の方でその功績
が顕著な方及び運転者として30年
以上勤務され成績優秀な方に表彰
状が贈られるものです。

おめでとうございます
「正しい運転・明るい輸送運動」表彰
受賞者決定！
　「正しい運転・明るい輸送運動」表彰（当
誌10月号にて推薦公募）の受賞者が３月
５日に決定しました。
　この表彰は、令和７年11月16日から
令和８年１月10日まで全国一斉に実施
した「正しい運転・明るい輸送運動」にお
いて、その成績が優秀な従業員及び事業
所・団体に対して全日本トラック協会会
長より贈られるものです。

受賞者の方々には、心よりお祝い申し上げるとともに、
今後、益々のご活躍をお祈りしております。

上道運輸 株式会社　好長秀一郎
上道運輸 株式会社　尾崎　謙二

上道運輸 株式会社
順不同・敬称略

順不同・敬称略

従業員表彰

事業所表彰

表彰状

受賞者の方々には、心からお祝い申し上げる
とともに、今後、益々のご活躍をお祈りして
おります。

藤森運輸 株式会社　竹下　英二　運転手

藤森運輸 株式会社　難波　和彦　運転手

岡山県では下記の方が受賞されました。
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目　的1

　プロ・トラックドライバ－の安全意識の向上と、法令の遵守及び運転技能並びに整備点検技
術の向上を図り、以って交通事故の防止に寄与することを目的とする。

主　催2

一般社団法人 岡山県トラック協会

後　援3

◉ 中国運輸局岡山運輸支局
◉ 岡山労働局
◉ 岡山県警察

協賛会社4

◉ いすゞ自動車中国・四国株式会社 岡山・鳥取支社 岡山支店
◉ 岡山日野自動車株式会社
◉ 岡山三菱ふそう自動車販売株式会社
◉ ＵＤトラックス株式会社 中四国支社
◉ ボルボ・トラック中国株式会社 キャリオン

第46回

岡山県

トラックドライバ－・
コンテストを

開催します 
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協力会社5

◉ 岡山県貨物運送株式会社
◉ 日本通運株式会社 岡山支店
◉ 備前自動車岡山教習所

開催日時、場所及び行事の概要6

日　時  令和8年5月19日（火）9時～16時（予定）　雨天決行
※天候等の都合で開催できない場合、5月20日（水）を予備日とする。

場　所 岡山市東区中尾355-1
「岡山県トラック協会自動車運転練習場」
①筆記試験会場
②整備点検競技会場
③運転技能競技会場

筆記試験の実施 9時～10時
開会式 10時～10時20分　
運転コ－ス下見（選手各自が行う） 10時20分～10時30分
整備点検競技及び運転技能競技 10時30分～15時30分
閉会式 15時30分～16時10分

競技部門別構成7

丸 年齢、性別は問わない。
丸 使用車両は11㌧車、4㌧車とする。
丸 競技は筆記試験、整備点検競技及び運転技能競技とする。

丸 年齢は問わない。
丸 使用車両は11㌧車、4㌧車のいずれかとする。ただし整備点検競技は4㌧車とする。
丸 競技は筆記試験、整備点検競技及び運転技能競技とする。

選手の出場資格、出場申込み方法、締切期日及び留意事項8

出場資格
丸 会員事業所に在籍する専従ドライバーであること。

丸 48ページの出場選手申込書により事業所から推薦すること。

出場申込み締切期日
丸 令和8年4月30日（木）とする。

一般部門

女性部門

出場申込み方法
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留意事項
① 選手は、当日8時30分までに研修会館に集合すること。
　（注）研修会館入り口で受付のあと、研修会館で待機すること。
② 服装
　 作業服、安全帽、安全靴を着用すること。
③ 携行品
　 筆記用具、整備点検競技に使用のハンマー、雨天決行につき雨合羽等
④ 試験官、進行係員の指示に従うこと。

競技審査の概要9

① 所要時間は60分とする。（9時～10時）
② �安全な交通の方法に関する必要な知識の会得状況について、単答式（マークシート方式）に

より行う。
・ 法規（道路交通法）　　　　　　　　　50問　　50点
・ 構造機能（車両）　　　　　　　　　　25問　　25点
・ 運転常識（プロドライバ－として）　　25問　　25点
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　 100点

① �運転態度、発進、停車、変速、方向指示、コ－ス走行、一時停止、踏切通過、ホ－ム付等につい
て審査する。

　 �ホーム付け（後方）の測定は、Ａ（指定した停止位置）と車体後部の中央部分の距離を測定し
採点する。

　 �Ａ（停止位置：ポールからの距離）はコンテスト当日に発表する。Ａより手前に停止または越
えて停止した場合の誤差はいずれも同等に扱う。

　 �実際の測定は、車体の後部の中央部分とポールとの距離を測定してＡとの誤差を割り出し、
誤差に対して次の基準による段階的減点方式とする。

② 運転技能競技は100点満点とし減点方式とする。

① �競技時間は11㌧12分、4㌧10分として、主として日常点検項目における整備点検箇所、点
検着眼、点検動作等について審査する。（女性部門は4㌧車を使用し競技時間は10分とする。）

② �選手は、あらかじめ作為された不良の箇所を発見した場合、不良の状態を試験官に告知する。
不良の箇所を発見せず、あるいは不良でない箇所を不良と誤って告知した場合には減点と
する。

③ 整備点検競技は100点満点とし減点方式とする。

筆記試験

運転技能競技

整備点検競技

 30点 20点 10点 5点 0点

11トン 接触･50㎝以上 40〜50㎝未満 30〜40㎝未満 20〜30㎝未満 20㎝未満

4トン 接触･45㎝以上 35〜45㎝未満 25〜35㎝未満 15〜25㎝未満 15㎝未満

部門別
減点数
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順位の決定方法及び表彰10

順位の決定方法
①総合得点が上位の者
②総合得点が同点の場合は運転技能競技の得点が上位の者
③運転技能競技が同点の場合は整備点検競技の得点が上位の者
④整備点検競技が同点の場合は筆記試験の得点が上位の者
⑤全てが同点の場合は年齢の高い者

表　彰
①中国運輸局岡山運輸支局長賞 ・・・・・・・・・ 一般部門の最高得点者
②（一社）岡山県トラック協会長賞 ・・・・・・・ 各部門1位から5位（出場者数により変更有）

全国トラックドライバ－・コンテストへ出場する代表選手の決定、推薦及び派遣11

　一般部門（11㌧・4㌧）・女性部門の優勝者は、岡山県代表選手として全国大会に推薦する。
　ただし、代表選手は一法人1名（女性部門の代表選手は除く。）とし、複数部門で優勝した法人
については、その法人の意見を聞き、全国大会へ推薦する部門の代表選手を決定する。
　又、既に全国大会に2回出場した者は推薦しない。

全国大会出場資格及び欠格事項が生じた場合の措置
　全国大会への出場資格は、推薦日（全国大会出場選手の申込み締切日に同じとする）において
過去3年間に人身事故を起こしたことがなく、且つ過去1年間無事故・無違反であること。
　万一、代表選手として決定された者が出場選手推薦期日までに全国大会の出場資格を失うこ
とになった場合、所属会社は遅滞なく大会実施本部長へ申し出なければならない。
　なお、その場合、大会実施本部長は、大会会長の決裁を得て代わりの出場選手を決定する。

大会役員等12

小委員会13

　大会の実施に必要な小委員会を設けることができる。

大会会長 会長
大会副会長 副会長
大会実施本部長 交通・環境対策担当副会長
大会実施副本部長 交通・環境対策委員長
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岡山県から
感謝状を
贈呈されました

　岡山県トラック協会は２月９日、昨年12月に津山
市内の農場で発生した高病原性鳥インフルエンザへ
の対応により、県庁で開催された贈呈式に原田和充
会長が出席し、伊原木隆太県知事より感謝状が贈呈
されました。
　岡山県との「高病原性鳥インフルエンザ等発生時
の運搬等に関する協定（平成27年12月21日制定）」
に基づいて、笠岡市や広島県三次市など各地域の保
管施設から防護服・密閉容器・パレット等の備品輸送
及びフォークリフト等の手配をしました。
　また、殺処分開始後は農場と中間施設（ストックポ
イント）及び県内２か所の焼却場への輸送及びフォー
クリフトの手配等を開始しました。
　これらについては、会員事業者の協力を得て年末
年始も対応しました。

6　OKAYAMA Truck Transport Information



OKAYAMA Truck Transport Information　7



　美作支部（安東支部長）は、2月25日（水）津山市内のホテルにおいて、法律の改正そして
施行が相次ぐ物流関係法、また本年1月1日に施行された中小受託取引適正化法（取適法＝
改正下請法）について、国から講師をお招きし、勉強会を開催しました。
　トラック運送事業を取り巻く環境は依然として厳しい状況ですが、輸送の生産性（輸送・
積載効率）を向上させることは急務であること、また、人材の確保と定着のためには賃金
上昇など労働環境の整備が欠かせず、適正な運賃・料金等への転嫁と収受が必須であり、
荷主企業との協議、交渉が重要になっていますので、荷主企業の方にもご理解をいただく
必要があることから、今回の勉強会は支部内にある荷主の方にもご参加いただきました。

　第1部は、中国運輸局岡山運輸支局 松野運輸企画専門官（トラック・物流Ｇメン）様から、
昨年改正された貨物自動車運送事業法（適正化関係法）では荷主の皆様に大きくかかわる
適正原価制度や違法な白トラ対策などの概要。また、今年4月施行の改正物効法第2弾とな
る特定事業者関係、そして、トラック・物流Ｇメンの役割や活動内容などをご説明いただ
きました。

　第2部では、公正取引委員会中国支所 岩本取引適正化調査課長様より、施行が始まって
間もない中小受託取引適正化法（旧下請法）について、トラック運送に関わる部分を中心に
対象となる委託契約や禁止行為などのポイントを解説いただき、聴講者は熱心に耳を傾け
ていました。

美作支部

勉強会を開催！！
改正貨物法

改正物効法
改正下請法

事務局 このような勉強会などの機会をとらえパートナーシップとして荷主の皆様と
対等な立場で運賃交渉が行えることに期待しています。
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　岡山県トラック協会では、安全で環境にやさしいトラック輸送を実現するため、社会との共生を
めざして、平成16（2004）年度から「トラックの森づくり事業」に取り組んでいます。
　この事業の一環として、会員の皆様からの「トラックの森づくり募金」をもとに「おかやま森づく
り県民基金」に毎年度寄附を行っており、令和７（2025）年度までの22年間に累計2,701万円を寄
附しています。
　「おかやま森づくり県民基金」は、平成12（2000）年に設置され、おかやま共生の森事業や山火事
跡地への植樹をはじめ、県民参加による緑豊かで健全な森づくりを推進しています。

おかやま森づくり県民基金へおかやま森づくり県民基金へ
寄附金を贈呈寄附金を贈呈

１ 日 時 令和８年２月20日（金）　13時00分～
２ 場 所 岡山県庁３階　知事室
３ 寄附金額 100万円
４ 参 加 者 岡山県知事　伊原木隆太

一般社団法人岡山県トラック協会
会　長　原田　和充
副会長　藤森　元則　
副会長　横山　忠彦
副会長　安東　忠徳
副会長　津田洋一朗

５ 内　　容 （１）寄附金贈呈　原田　和充　会　長
（２）感謝状授与　伊原木隆太　県知事
（３）謝　　　辞　伊原木隆太　県知事

おかやま森づくり県民基金へおかやま森づくり県民基金へ
寄附金を贈呈寄附金を贈呈
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ダンプ部会

新年互礼会を
開催しました

令和7年度

岡山県トラック協会ダンプ部会（部会長　新岡山陸運㈱　木下聖士）では、
令和８年１月30日（金）19時より

Ryoutei奉還町本店にて新年互礼会を開催しました。

　20時からはマジシャンの林王子氏によるマジックショーが行われ、目の前で繰り広げられる不思
議な現象の数々に、会場からは驚きと歓声が上がりました。
　巧みな話術とテンポの良い演出により、会場は終始笑顔と拍手に包まれ、心に残るひとときとな
りました。
　参加者同士の会話も自然と弾み、交流を深める有意義な新年会となりました。
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　中国運輸局、労働団体（運輸労連・交通労連）、中国トラック協会の機
関等で構成する「第40回中国地区物流政策懇談会」を開催し、トラッ
ク運送業界が抱える諸課題等を共有し、改善に向け3者が連携して取
り組むことを確認しました。

中国トラック協会　小丸 成洋 会長 挨拶中国運輸局　金子 修久 局長 挨拶

講演　国土交通省　髙田 龍 物流政策課長 第40回 中国地区物流政策懇談会　開催状況

１．日　　時 令和8年3月2日（月）　15時00分～18時30分

２．場　　所 ホテルグランヴィア広島（広島市南区松原町）

３．出席委員 41名

４．概　　要 （１）基調講演　
演　題　「最近の物流政策の概要について」
講　師　国土交通省物流・自動車局 物流政策課 課長　髙田 龍 様

（２）発表・意見交換
① 演　題　「中国運輸局の取組みについて」

発表者　中国運輸局自動車交通部 貨物課長　田中 幸久 氏
② 演　題　「交通労連の政策活動について」

発表者　交通労連中国地方総支部トラック部会 書記長　村尾 昌彦 氏
③ 演　題　「中国トラック協会の取組みについて」

発表者　中国トラック協会 専務理事　森井 茂人 

中 国 地 区 物 流 政 策 懇 談 会
を 開 催

第40回
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令和8年春の全国交通安全運動 中国運輸局実施計画
期間：4月6日（月）から15日（水）

　中国運輸局においては、「令和8年春の全国交通安全運動国土交通省実施計画」（令和8年2月16日付け）に
基づき、「通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保」、「「ながらスマホ」の根絶や歩
行者優先等の安全運転意識の向上」及び「自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底」
を重点として、下記事項について積極的に取り組むものとする。

　なお、本運動期間中の4月10日（金）が「交通事故死ゼロを目指す日」であることを踏まえ、本運動の展開
に併せて、その趣旨が国民に正しく理解されるよう努めるものとする。

記

1．自転車等通行空間の通行ルールの周知徹底
�　自転車は「車両」であり車道通行が大原則という考えのもと、国土交通省と警察庁で策定した「安全で快
適な自転車利用環境創出ガイドライン」（令和6年6月最終改定）において、「自転車道」「自転車専用通行帯」
に加え、「自転車と自動車を車道で混在（車道混在）」の法定外表示である矢羽根型路面表示の整備が推進さ
れているところである。
�　交通安全の確保のためには、特定小型原動機付自転車が自転車と同様の空間を走行することも踏まえ、自
転車等通行空間の整備に合わせて、整備形態に応じた通行ルールの遵守が重要であり、国民の手本となるよ
う、所属職員に対して「自転車安全利用五則」を活用するなどし、自転車ヘルメット着用を含む自転車通行ルー
ル等の周知を図る。

2．事業用自動車等の安全運行の確保
　（1）�平成28年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、この種の事故の再発防止のため、軽井

沢スキーバス事故対策検討委員会において同年6月3日にとりまとめられた「安全・安心な貸切バスの
運行を実現するための総合的な対策」に掲げられた事項等に基づき、着実な安全対策を実施する。

　（2）�自動車運送事業者に対し、運輸安全マネジメントを徹底し、輸送の安全が最優先であるという意識を
内部に浸透させ、経営トップから現場まで組織が一体となって輸送の安全性の向上に努めるよう意識
の高揚を図る。

　（3）�事業用自動車の安全運行の徹底を図るため、自動車運送事業者団体を通じて、自動車運送事業者、運
行管理者及び貨物軽自動車安全管理者に対し、次の事項に重点を置いた取組を推進するよう指導する。

　　①　�シートベルトを座席に埋没させないなど、乗客が常時着用することができる状態にしておくこと
はもとより、安全確保のため、車内放送等により乗客にシートベルトの着用を促すとともに、発車
前に着用状況を目視等により確認すること。

　　②　�運転者の体調急変に伴う事故を防止するため、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」（平
成26年4月18日改訂）に基づき、運転者の疾病等の状況、医薬品の服用状況等を把握し、健康状態
に異常が認められた場合には運転者を交替させる等、適切な運行管理を徹底すること。　

　　③　�過労運転や睡眠不足による事故を防止するため、これら生理的要因が交通事故を引き起こす恐れ
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があることを運転者に理解させるとともに、日々の点呼における疲労、睡眠不足の状態の確認や、
適切な運行指示書の作成などの運行管理を徹底すること。

　　④　�乗務中の携帯電話による通話やスマートフォンの操作を絶対に行わないよう、また、横断歩道にお
いて歩行者を優先するよう徹底すること。

　　⑤　�運転者に対し、妨害運転（いわゆる「あおり運転」）の悪質性・危険性を周知し、その防止を徹底する
こと。また、適性診断の結果も活用するなどして、運転者に対し「思いやり・ゆずり合い」を意識さ
せ、周囲の交通に配慮した運転に努めるよう指導すること。さらに、ドライブレコーダーの利用及
びその映像の活用を図ること。

　　⑥　�子供、高齢者、障害者等に配意し、歩行者及び自転車利用者の安全確保を図ること。
　　⑦　�飲酒運転の根絶に向けた運転者に対する指導監督を適切に実施するとともに、運行の際には、アル

コール検知器の使用による酒気帯びの確認を確実に行うなど、厳正な点呼を実施し、飲酒運転の絶
無を図ること。

　　⑧　�覚せい剤や危険ドラッグ等薬物の使用防止の指導・啓発を徹底すること。
　　⑨　�夕暮れ時における前照灯の早めの点灯及び、暗い道等での走行用前照灯（上向き）とすれ違い用前

照灯（下向き）の小まめな切替えを励行すること。
　　⑩　�車高、視野、死角、内輪差、制動距離等各自動車の構造上の特性を把握し、安全確保を徹底するよう

指導すること。
　　⑪　�進路変更、転回、後退等の際は、あらかじめバックミラー等により周囲の安全を充分に確かめると

ともに、後退時等に周囲の歩行者等に対して警報を発する装置（後退警報装置、左折警報装置など）
を備える車両では、やむを得ない場合を除き、当該装置を停止しないよう指導すること。

　　⑫　�乗合バスにおいては、車内事故の発生が多いことを踏まえ、停車・発車時における車内確認の徹底
や車内アナウンスの実施等を確実に行い、その防止対策を推進すること。

　　⑬　�タクシーにおいては、交差点内での出会い頭事故や夜間の事故発生が多いことを踏まえ、一時停止
すべき場所での確実な停止を徹底する等、その防止対策を推進すること。

　　⑭　�トラックにおいては、追突事故の発生が多く、車間距離確保と制限速度遵守等、その防止対策を推
進すること。

　　⑮　�軽トラックにおいては、適性診断の受診及び安全管理者講習の受講等、安全対策を推進すること。
　　⑯　�事業用自動車事故調査委員会の調査報告書に提言されている再発防止策を推進すること。

　（4）�重大事故及び酒酔い・酒気帯び運転等悪質な法令違反を引き起こした自動車運送事業者等に対し重点
的に監査を実施するとともに、遵守事項の違反があった場合には厳格な行政処分を実施する等により、
自動車運送事業者における法令遵守の徹底を図る。

　（5）�自動車運送事業の利用者の安全に関する意識の醸成・高揚を図る観点から、安全対策が確保された優
良事業者の選定に資するよう、自動車運送事業者の安全に関する情報の積極的かつ分かりやすい提供
に努める。

　（6）�自家用有償旅客運送についての安全の確保及び利用者の信頼確保に万全を期すため、自家用有償旅客
運送者に対し、輸送の安全確保のための必要な運行管理体制や運転者の要件等について、あらゆる機
会をとらえた周知に努める。
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3．車両の安全対策の推進
　（1）�より安全な自動車及び安全装置の普及促進とその正しい使い方の啓発のため、自動車販売関係団体、

自家用自動車関係団体等を通じ、また、あらゆる機会を活用して、自動車アセスメントによる車種別
安全性能（衝突安全性能及び予防安全性能等）の比較情報や衝突被害軽減ブレーキの性能認定制度の
認定結果の提供等により、高齢者をはじめとするユーザーに対し、衝突被害軽減ブレーキ等を備えた
安全運転サポート車などの高齢運転者の安全運転にも資する自動車及び安全装置の普及促進を図る
とともに、その正しい使い方の啓発を行う。

　（2）�自動車運送事業者団体、自動車整備事業者団体、自家用自動車関係団体等を通じ、自動車運送事業者、
整備事業者、レンタカー事業者、整備管理者、自家用自動車使用者等に対し、次の事項に重点を置いて、
適切に点検整備されていない車両及び不正改造車の排除と車両の安全確保の徹底について、「自動車
点検整備推進運動」、「不正改造車を排除する運動」等との連携を図り効果が上がる取組がなされるよう、
指導・啓発する。また、点検整備にあたって必要となる情報の提供について自動車製作者等を指導する。             

　 　①　�日常点検整備及び定期点検整備の確実な実施
　 　②　�不正改造の禁止
　（3）�警察との密接な連携により、不正改造車等が集結する場所等において街頭検査を効果的に実施し、無

車検・無保険車両、適切に点検整備されていない車両（衝突事故につながる摩耗タイヤの装着等）、及
び不正改造車（違法マフラーの装着、不適切な着色フィルムの貼付や装飾板の装着、速度抑制装置の
解除・取外し、突入防止装置の取外し、過積載等を助長するさし枠の取付け、シートベルト警報装置を
解除する用品の取付け等）の発見・排除に努める。また、ホイール・ナット脱落等による車輪脱落事故
や車両火災事故、スペアタイヤ落下による事故等を防止するための確実な点検整備の励行について指
導を行う。

　（4）�リコールに関する一般ユーザーからの不具合情報を円滑に入手できるよう、自動車不具合情報ホット
ラインの周知に努める。

4．全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
　自動車運送事業者団体、自家用自動車関係団体等を通じ、次の事項に重点をおいて、全ての座席での正し
い方法によるシートベルトの着用又はチャイルドシートの使用の徹底について指導・啓発する。
　（1）�トラック事業者、タクシー・ハイヤー事業者及びバス事業者に対しては、乗務員に対する適正なシー

トベルトの着用の徹底を指導する。
　（2）�乗客の安全を図るため、タクシー・ハイヤー事業者及び貸切バス等のバス（路線バス等でシートベルト

を備えていないバスを除く）を運行する事業者に対しては、次の事項を実施するよう指導する。
　　①　�運行前に、シートベルト及び座席の不具合の有無を点検すること
　　②　�シートベルトを乗客が常時着用することができる状態にしておくこと
　　③　�乗客にシートベルトの着用を促すこと
　　④　�乗客のシートベルトの着用状況を発車前に点検すること
　　⑤　�タクシー・ハイヤー事業者は、シートベルト着用のステッカーを作成し、車内に貼付すること
　　⑥　�高速自動車国道等を走行する貸切バス等のバスにおいては、リーフレットを座席ポケットへ備え

付けるなどして、あらゆる機会を捉え、シートベルトの着用について乗客への注意喚起を行うこと
　（3）�自家用自動車使用者に対しては、後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用の徹底及び先進安
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全技術の正しい使い方について情報提供を行い、安全意識の高揚を図る。
　（4）�幼児等を同乗させる自家用自動車使用者に対しては、チャイルドシートの正しい取付け方及び製品の

安全性に関する比較情報等について情報提供を行い、安全意識の高揚を図る。

5．事業用自動車の事故等の情報の提供
　事業用自動車による重大事故の発生状況（事故速報に基づくもの）、事業用自動車に係る各種安全対策等
について、メールマガジン「事業用自動車安全通信」等で情報を提供することにより、自動車運送事業関係
者等の安全意識の高揚を図る。

6．鉄軌道の安全確保
　鉄軌道の安全を確保するため、鉄軌道事業者に対し次の事項を中心に指導する。
　　①　�運転取扱いにおける基本動作の徹底、異常時における安全な運転取扱い及び運行管理の徹底
　　②　�災害・火災発生時等における迅速かつ的確な避難誘導及び情報提供
　　③　�線路、信号保安設備及び車両等の点検整備の徹底
　　④　�ホーム事故防止のため、安全設備の点検整備の徹底、その使用方法の旅客への周知及び旅客への注

意喚起
　　⑤　�踏切保安設備等の点検整備の徹底及び踏切通行者（特に子供とその保護者及び高齢者）等に対する

啓発活動の推進
　　⑥　�線路内立入り及び置石等を防止するため、線路巡回、啓発活動（特に子供とその保護者）等の推進

7．広報活動の推進
　関係団体等を通じ、本年4月10日（金）が「交通事故死ゼロを目指す日」とされたことに留意しつつ、次の
広報活動を展開する。
　（1）�交通安全意識の高揚を図るため、横断幕、ホームページ等による広報活動や路側放送等を活用した交

通安全の呼びかけ等を行うとともに、マスメディアに対し、交通安全運動に関する情報の提供等の働
きかけを行う。

　（2）�一般道路利用者が多く集まる道の駅、サービスエリア、パーキングエリアや、庁舎ロビー等の施設を
活用して、関係機関との連携の下に、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に実施する。

　（3）�車内放送を通じ、また、車両、駅、停留所、事業所等にポスター、垂幕、立看板等を掲示し、本運動の趣
旨を一般に周知する。

　（4）�関係団体の広報誌やポスター掲示等を通じ、また、事業用自動車の運転者及び運行管理者を対象とす
る講習会等を開催し、本運動の趣旨及び次の広報事項を周知する。

　　①　�歩行者及び自転車利用者（特に子供と高齢者）の安全や乗合バス等における高齢の乗客の保護に配
慮

　　②　�後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
　　③　�より安全な自動車及び安全装置の普及促進とその正しい使い方の啓発
　　④　�自賠責制度の役割と交通事故被害者保護の重要性
　　⑤　�飲酒運転や無免許運転、覚せい剤や危険ドラッグ等の薬物使用運転等、悪質・危険な運転行為の禁

止の徹底
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　　⑥　�「無車検」車両、「無保険」車両及び「登録番号標不表示」車両の運転防止
　　⑦　�不正改造の禁止・不正改造車の排除の徹底及び自動車の点検整備の励行促進
　　⑧　�「迷惑駐車をしない、させない」の励行

　（5）�道路交通の安全の確保を図るため、落石や道路標識の破損等道路を安全に通行する際に支障となる事
象を協力者から道路管理者へ通報等を行う「ボランティア・サポート・プログラム」について、広報活
動の機会を活用して、特に、道路利用者にその趣旨を理解していただき、制度の普及、充実を図る。

8．海上交通の安全確保
　海上交通分野においては、平成30年2月に原則として全ての乗船者に対して義務化された小型船舶乗船
者のライフジャケット着用義務について、リーフレットの配布やインターネットの活用など様々な方法で
周知の徹底を図る。また、令和4年4月23日に北海道知床で発生した遊覧船事故を受けて、同年12月に取り
まとめられた「旅客船の総合的な安全・安心対策」を踏まえ、旅客船の安全・安心な運航の確保を図る。
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令和8年春の交通安全県民運動の実施について
　岡山県交通安全対策協議会（会長 伊原木隆太 岡山県知事）より下記のとおり通知がありました。
　会員各位におかれましては、本運動への積極的な参加と効果的な取組みを推進されますようお願いいた
します。

1　目的
　本運動は、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を
習慣付けるとともに、県民自身の積極的な交通安全活動への取組を推進することにより、交通事故防止を図
ることを目的とする。

2　期間
　（1）　運動期間  令和8年4月6日（月）から15日（水）までの10日間
　（2）　交通事故死ゼロを目指す日  4月10日（金）

3　主唱
　岡山県・岡山県交通安全対策協議会

4　スローガン
　「交通ルール  守って笑顔  晴れの国」

5　運動重点
　（1）　岡山県の重点
　　ア　通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保
　　イ　「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上
　　ウ　自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底

　（2）　岡山県トラック協会自主重点
　　○　飲酒運転の根絶
　　○　追突事故及び交差点における事故の防止
　　○　通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者及び自転車利用者の安全確保と交通事故防止
　　○　夕暮れ時と夜間の歩行者及び自転車利用者の交通事故防止
　　○　携帯・スマートフォンの使用禁止等運転マナーの徹底
　　○　高速道路における事故の防止
　　○　トレーラ事故の防止
　　○　健康起因事故の防止
　　○　過労運転等の防止
　　○　車両の安全性の確保
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6　運動重点に関する主な推進項目
　以下のとおり、各重点に掲げる項目を中心に、参加・体験・実践型の交通安全教育や広報啓発活動、街頭で
の交通安全指導や保護・誘導活動を実施

1　通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保に関するもの
◆�　この春の入園・入学・進級により、こどもの行動範囲が大きく広がっています。保護者の皆さん、今一度、
家の周りや通園・通学路を親子で一緒に歩いてみてください。交差点等の危険な箇所について、「なぜ危な
いのか」「どうしたら安全に通れるのか」をこどもに確認させ、交通ルールを守ることの大切さを家族みん
なで考えていきましょう。
◆�　令和8年9月1日から生活道路では、自動車の法定速度が30キロメートル毎時に引き下げられます。決
められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けましょう。
◆�　斜め横断、車両の直前直後の横断、横断禁止場所の横断は大変危険です。横断歩道が近くにあるところ
では、横断歩道を渡りましょう。信号機のある横断歩道では、信号機に従い横断しましょう。
◆�　スマートフォン等を操作しながら歩く「歩きスマホ」は、周囲への注意が散漫になり、重大事故の原因
となる大変危険な行為です。スマートフォン等は、安全な場所に止まってから使いましょう。
◆�　横断歩道を渡るときには、ドライバーに対して「アイコンタクトを送る」「手を上げる」ことで渡ろうと
する意思を示しましょう。道路を横断するときには、左右の安全をしっかり確認して横断しましょう。
◆�　こどもの事故で多いのは「とび出し」です。こどもは、遊びに夢中になると、つい道路にとび出してしま
います。「道路では遊ばない」ことのほか、道路の横断について「道路に出るときには、いったん止まる」「車
が来ていないか見る（確かめる）」「車が通りすぎるまで（安全になるまで）待つ」「横断歩道以外は渡らない」
「信号が青でも、左右をしっかり確認する」といったことを日頃から繰り返し教えて、習慣づけましょう。
◆�　こどもは身近な大人の行動を見て、まねをすることで学びます。交通ルールや交通マナーも同じです。
大人が交通ルール・マナーを守って行動し、こどもに手本を示しましょう。
◆�　高齢者の皆さん、道路を渡ろうとして車にヒヤリとしたことはありませんか。年齢とともに歩く速さ
も遅くなります。自分では「まだ遠くにいる」と思っていても、車は思った以上の速さで近づいてきます。
道路を渡るときは、しっかりと安全を確認して、無理に渡ることなく車が完全に途切れるのを待ちましょ
う。少し遠くても必ず横断歩道を渡りましょう。
◆�　薄暗い時間帯や夜間、歩行者が被害に遭う事故が多発しています。薄暗い時間帯や夜間に出かけるとき
は、夜光反射材やLEDライト、明るい目立つ色の服装で自分の存在をアピールしましょう。

2　「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上に関するもの
◆�　自転車を含め、運転中にスマートフォン等を手に持って通話や画像を注視する「ながらスマホ」は、絶
対にやめましょう。周囲への注意が散漫になり、他の車や歩行者の発見が遅れるなど、重大事故の原因と
なる大変危険な行為です。スマートフォン等は、安全な場所に停止してから使いましょう。
◆�　交通ルールをしっかり守るとともに、歩行者や他の車両への「思いやり・ゆずり合い」の気持ちで交通マ
ナーを実践して安全運転に努めましょう。
◆�　横断歩道の歩行者優先はマナーではなくルールです。ドライバーの皆さん、横断歩道を渡ろうとしてい
る人がいるときは、歩行者の横断を妨げてはいけません。必ず一時停止して、歩行者に進路を譲りましょう。
◆�　横断歩道の道路標識や予告標示（ダイヤマーク）に注意しましょう。横断歩道の目印です。
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◆�　車と自転車は「早めのライト点灯」を心がけ、車では先行車や対向車がいない場合、ハイビームを活用し、
横断者や道路状況の早期把握に努めましょう。
◆�　自転車も含め、飲酒運転は犯罪です。飲む量にかかわらず運転の「認知・判断・操作」に悪影響を及ぼし
大変危険です。「飲んだら乗るな！乗るなら飲むな！」を徹底しましょう。周りの人やお酒を提供するお
店の人も、一声かけるなどして、絶対に飲酒運転をさせないようにしましょう。車で飲みに行く場合は、
あらかじめハンドルキーパーを確保しておきましょう。
◆�　自転車や車を運転する場合、運転者にアルコール検知器を積極的に使用することで、飲酒運転を未然に
防止しましょう。特に事業者は、業務に使用する車の運転者に対するアルコールチェックの義務を遵守し
ましょう。
◆�　あおり運転は「犯罪」です。「思いやり・ゆずり合い」の運転を心がけましょう。あおり運転を受けたときは、
車外に出ることなく110番通報をしましょう。また、ドライブレコーダーをつけましょう。
◆�　自動車乗車中の交通事故で、シートベルトをしておらず亡くなった方の多くは、シートベルトをしてい
たら助かっていたと思われます。運転席や助手席だけでなく、後部座席も必ずシートベルトを着用しましょ
う。
◆�　こどもの命を守るため、チャイルドシートを正しく使用しましょう。6歳以上のこどもでも、体格など
の事情でシートベルトを正しく着用できない場合は、チャイルドシートを使用しましょう。
◆�　速度を示す道路標識や標示を確認しましょう。制限速度の範囲内でも、住宅街の細い道や通学時間帯と
いった道路や交通の状況などに応じた安全な速度で運転しましょう。
◆�　車は急に止まれません。危険が発生したときに安全に停止できる速度で運転しましょう。高速道路や
雨天といった道路や気象の状況に応じて安全な速度で運転し、併せて車間距離を十分とりましょう。
◆�　カーブでは、車が外に飛び出そうとする力が働きます。手前で十分減速しましょう。
◆�　高齢ドライバーの皆さん、身体の様々な機能は年齢とともに変化してきます。自分の身体機能の変化を
よく理解し、慎重な安全確認とハンドル・ブレーキ操作をして、無理のない運転を心がけましょう。また、
「安全運転サポート車（サポカー）」や「後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置」の使用についても考
えてみましょう。
◆�　高齢ドライバーの皆さん、身体の様々な機能は年齢とともに変化してきます。日々、不安を抱えたまま
運転を続けていませんか。家族などの身近な方ともしっかり話し合い、運転免許証の返納についても検討
してみてください。
◆�　外国人の皆さん、母国と日本の交通ルールの違いを理解して、運転しましょう。
◆�　ライダーの皆さん、スピードの出し過ぎや無理な追い越し、すり抜けは危険です。ゆとりある運転をお
願いします。また、万が一の時の被害を軽減するためにも、ヘルメットを正しく着用するとともに、プロ
テクターを着用しましょう。
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3　自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底に関するもの
◆�　令和8年4月1日から交通反則通告制度が導入されます。自転車の通行方法のルールを今一度確認し、しっ
かりと守りましょう。
◆　自転車は車両の仲間です。自転車安全利用五則を遵守しましょう。

◆�　自転車を利用されるみなさん、夜間の無灯火走行、二人乗り、イヤホン等を使用した運転は絶対にやめて、
交通ルールを守って自転車に乗りましょう。
◆�　令和6年11月1日から道路交通法の一部が改正され、自転車の運行中における携帯電話使用等いわゆる
「ながらスマホ」の罰則が規定されています。自転車も含め、「ながらスマホ」は絶対にやめましょう。
◆�　自転車の飲酒運転も犯罪です。令和6年11月1日から道路交通法の一部が改正され、自転車の「酒気帯
び運転等」の罰則が規定されました。自転車の運転者のほか、酒類提供者や同乗者、自転車の提供者も罰
則が適用されます。自転車の飲酒運転による重大事故も発生しており、非常に危険です。
◆�　人身事故件数は減少していますが、そのうち自転車が関係する事故の割合は、昨年までの過去10年間
で約1．4倍に増加しています。自転車乗車中の事故から命を守るため、ヘルメットを必ず着用しましょう。
◆�　薄暗い時間帯や夜間、歩行者が被害に遭う事故が多発しています。薄暗い時間帯や夜間に出かけるとき
は、夜光反射材やLEDライト、明るい目立つ色の服装で自分の存在をアピールしましょう。（再掲）
◆�　幼児を同乗させた自転車は、重心が高く不安定になりやすいため、転倒のリスクが高まります。幼児用
座席に乗せる際は、必ずシートベルトを正しく着用させ、自転車の運転は、転倒防止を意識し、ゆっくり
慎重に行ってください。
◆�　自転車も日々の使用により、タイヤの摩耗やブレーキが効きにくくなるなど不具合が発生することが
あります。定期的に点検整備をしましょう。
◆�　自転車を利用されるみなさん、岡山県では、令和6年10月1日から自転車損害賠償責任保険（共済）等へ
の加入が義務化されました。自転車は交通事故の被害者になるばかりでなく、相手方が自転車や歩行者で
ある場合、加害者になってしまいます。自転車事故で相手方に重大なけがを負わせたことにより、裁判で
1億円近い賠償を命じられたケースもあります。
　�　交通ルールを守り自転車を安全に利用することはもちろん、交通事故に備えて、自転車損害賠償責任保
険（共済）に加入することが必要です。
◆�　自転車が用水路等へ転落する事故が後を絶ちません。自転車は手軽で便利な乗り物ですが油断は禁物
です。ちょっとした不注意やハンドル操作のミスが大きな事故を引き起こします。油断せず、慎重な確認
と運転操作を心がけましょう。また、柵のない用水路沿いの細い道など、危険な場所では自転車を降りて
押して歩きましょう。
◆�　令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車の新たな交通ルールが定められました。車道での左側端

「自転車安全利用五則」
　　①　車道が原則、左側を通行
　　　　歩道は例外、歩行者を優先
　　②　交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
　　③　夜間はライト点灯
　　④　飲酒運転は禁止
　　⑤　ヘルメットを着用
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通行など交通ルールを守り、安全に利用しましょう。また、乗車中の事故から命を守るため、ヘルメット
を必ず着用しましょう。

4　その他 
◆�　交通ルールは全国共通です。一人一人がルールを守り、相手に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ち
を持って交通マナーを実践し、交通事故を防ぎましょう。
◆�　交差点等を右左折するときは、その手前30メートルから確実に合図を出しましょう。信号待ちでも合
図を出しておきましょう。また、車線変更・進路変更をするときは、3秒手前から確実に合図を出しましょう。
◆�　違法駐車は渋滞や交通事故を引き起こすことがあります。「ちょっとの間だけ」と軽い気持ちで駐車し
たあなたの一台のために、みんなが迷惑してしまいます。
◆�　一人一人がマイカーの使用を控えることにより、交通渋滞が緩和され、交通事故の防止にもつながりま
す。公共交通機関の利用に努めましょう。
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岡山県補助事業 

岡山県トラック物流効率化支援金（第３期）のご案内 

（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業） 
 

 「物流の２０２４年問題」の解決に向け、物流の効率化に取り組む貨物自動車運送事業者に対

して支援金を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■対 象 者：県内に営業所を有する下記の事業者であり、かつ中小企業者であること 

      ・一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者 

■対象経費：令和７年１２月１日以降に県内の営業所又は事業所等に配置し、申請日時点において

継続的に事業に使用している物流の効率化に資する機械器具やシステム等の導入経費 

■交 付 額（（①①はは第第１１期期又又はは第第２２期期支支援援金金のの交交付付をを受受けけたた事事業業者者、、②②はは第第１１期期及及びび第第２２期期支支援援金金のの

交交付付をを受受けけてていいなないい事事業業者者）） 

種別 

機械器具（テールゲー

トリフター・フォーク

リフト・搭載型クレー

ン等） 

システム（運行管理・

配車・勤怠管理・車両

動態システム等） 

その他備品類（トラッ

ク搭載用２段積みデ

ッキ等） 

交 付 率 ①１／３  ②２／３ 

交 付 限 度 額 

①４５万円 

②９０万円 

いずれも１台あたり 

①２５万円 

②５０万円 

いずれも一式あたり 

①４５万円 

②９０万円 

いずれも購入金額合計 

申 請 限 度 ３台 １式 １回限り 

 

概  要 

■受 付 期 間：令和 8 年４月 1 日（水）から令和 8 年１２月２8 日（月）１７時まで 

※予算額に達した場合は、その時点で受付を終了します。 

■申 請 方 法：郵送又は持参 

         ・申請書類は、岡山県トラック協会のホームページからダウンロードしてくだ 

さい。（添付書類は申請書にてご確認ください。） 

         ・申請書類・添付書類はＡ４サイズの片面印刷でご提出ください。 

         ・原則、法人又は個人事業主単位での申請を受け付けます。 

■申請・問合せ先：一般社団法人岡山県トラック協会 指導課 

         〒700-8567 岡山市北区青江 1-22-33 

         電話：086-234-8211（平日 8:30～17:00） 

申請内容 

詳しくは、岡山県トラック協会ホームページ 

   https://okayama-ta.or.jp をご確認ください 
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第１２５回省エネ運転講習会ご案内

エコドライブは、燃料消費の節減による経済メリットに加え、排ガスの抑制、事故
防止などの効果が期待されるので、運送会社にとって重要な取り組みです。
この度、岡山三菱ふそう自動車販売株式会社のご協力をいただき、実地走行等を

取り入れた省エネ運転講習会を下記のとおり開催することといたしました。
なお、昨年度から、本講習会は年１回のみの開催となりますことをご了承ください｡
参加を希望される方は、点線部より下の講習会参加申込書に記入して、ＦＡＸ等に

より本部にお申し込み下さい。１社１名の申込とさせていただき、２０名になり次第締
め切りとさせていただきます。なお、受付時に免許証の確認を行いますのでご持参
いただくとともに、必ず昼食をご持参してください。

記

１．開 催 日 令和８年６月２０日(土)
２．開催場所 矢掛輸送サービスセンター

（小田郡矢掛町本堀１２９６－１）
３．申 込 先 岡山県トラック協会 本部

TEL ０８６－２３４－８２１１/FAX ０８６－２３４－５６００
４．スケジュール

時 間 講 習 内 容
８：３０ 受付開始
９：００ 開講挨拶・実施要領説明
９：１０ 通常走行
１１：３０ 省エネ講座(座学)
１２：００ 省エネ運転
１４：２０ 講評
１４：５０ 修了証交付・閉講

※使用車両は小型車(２トン車：最大積載量２トン未満、４ナンバーの車
種、平ボディ、ウエイトを載せて走行）

※省エネ運転講習（エコドライブ講習）については、当協会の自動車運転
練習場においても実施していますので、是非ご活用ください。
詳しくは､協会ＨＰhttps://okayama-ta.or.jp/practice/をご確認ください｡

年 月 日

省省エエネネ運運転転講講習習会会 参参加加申申込込書書

（一社）岡山県トラック協会 本部 宛

(必ずご記入下さい) 会 社 名
住 所
電話番号
F A X

担当者名

参加者名(フリガナ) 免許資格区分
（ ）

小型
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求人情報サイト全体イメージ

国交省
トラガールサイト
ブランディングサイト

全ト協

無料で採用HPを開設可能！

都道府県ト協

求人はindeedにも自動掲載！

この度、都道府県ト協にて、会員事業者さまの求人情報を取りまとめたサイトを開設
することとなりました。近年の求職者は、応募前に企業採用HPを見る傾向があります。
自社採用HPをお持ちでない会員事業者様はこの機会に無料で開設いただけます。

リンク

リンク

会員事業者
採用ホームページ

リ
ン
ク

WEBセミナーで開設支援！

ランニングコスト一切なし！

求人検索エンジン
indeed求人情報は

自動転載

本事業のポイント

無料で
開設！

無料採用ホームページ制作のご案内トラック協会 会員事業者各位

インターネット上の求人情報は、多くの求職者が応募をする際の参考としています。
このため、各事業者が採用ページを作成し、求職者の目に触れるようにすることが、
人材採用のために重要となっています。
全日本トラック協会と都道府県トラック協会は、株式会社リクルートと協働で、

（１）まだ自社採用ページを持たない事業者向けに「Airワーク 採用管理」を用いた
採用ページの作成支援（WEBセミナーによる案内）

（２）各会員事業者の採用ページへのリンクを掲載した「求人情報サイト」の構築
を実施しています。人材採用対策としてぜひご活用ください。

岡山県トラック協会

会員事業者の本事業への参画パターン

※求人掲載はIndeedの利用規約・掲載基準に
準じるため、掲載されない場合もございます。

※採用HPをリニューアルされた事業者様は、新しいURL
が求人情報サイトへ反映されるようお申込みください
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申込手順１：リクルート実施「WEBセミナー」への参加

都道府県ト協LP（会員事業者の採用ページへのリンクページ）に、採用ページを
掲載することを希望する会員事業者様は、以下URLからフォームにアクセスし、
フォームからお申し込みいただくか、以下の各欄に必要事項をご記入の上、
都道府県ト協担当者宛にメールまたはFAXにて提出しお申し込みを行ってください。

申込手順２：自社採用ページの都道府県ト協LPへの登録

これから自社採用ページを作成する会員事業者様は、株式会社リクルートが主催
する「WEBセミナー」にご参加いただき、採用ページの開設方法や求人情報の記載
方法等について案内を受けることができます。
参加をご希望される場合は、以下URLから開催予定をご覧いただき、お申し込み

を行ってください（開催エリア外の事業者も参加可能です）。
▼WEBセミナー開催予定一覧

▼メール・FAXでのお申込みの場合（宛先：tanabe＠okayama-ta.jp／FAX086-234-5600）

https://jta.or.jp/ippan/saiyou_seminar.html

左記QRコードにスマホのカメラをかざしていただくか、
下記URLにアクセスいただくと、フォームからお申込が可能です。

https://forms.gle/aEBLrdymAt41eZsR7

▼フォームによるお申込みの場合
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会員募集中！

一般社団法人 岡山県トラック協会

活動内容

・国道清掃、チャリティーゴルフコンペなどの社会貢献
活動
・「トラックの日」のイベントに携わるなど、業界の広報
活動
・各種研修会の開催
・他団体、他県を含めた会員相互の交流
・交通安全教室の開催 …等

一般社団法人 岡山県トラック協会
青年協議会 事務局 永井・髙橋

入会等のお問い合わせ
TEL 086-234-8211
https://okayama-ta.or.jp/activity/young/

青年協議会

協議会の趣旨と目的

運送業界の次代を担う若手経営者や後継者が、研
修会や交流会、社会貢献活動等を通じて相互の研鑽
と業界の発展を図ることを目的としています。
また、青年協議会の活動を通じて、多くの仲間ととも
に、時には同じ立場の者同士、悩みや問題を共有し、
時には競争して、新たな時代に対応できる経済人にな
れたら良いと考えています。

会員資格
岡ト協会員で５０歳以下の経営者、後継者及び管理者
会費 ２４，０００円／年

紹介動画

【YouTube】

【X 旧Twitter】
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自動車事故対策機構岡山
支所だより
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自動車事故対策機構岡山
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ヤマト・スタッフ・サプライ
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ヤマト・スタッフ・サプライ
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お知らせ

※変更箇所のみ記載 (令和８年４月)

(令和８年４月)

1355 ㈱山本水産輸送 代 表 者 名 山本　新吾

1343 ㈱ヤマスイ物流 代 表 者 名 山本　新吾

NNOO.. 事事業業者者名名

718 ㈱大成ライン

246 ㈲小川運輸機工

354 ㈱キャリーオカジュー

490 ㈱佐藤エンジニアサービス

変変更更後後変変更更内内容容

役 職 名 延武　忍

退 会

資 格 喪 失
（ 退 会 ）

※退会について
　岡山県トラック協会から退会される場合の会費請求は、退会月分までとさせていただきます。日割り請求等ご
ざいませんので、予めご了承ください。
　また、退会届に記入する退会予定日より後の日付で退会届が岡山県トラック協会（本部、又は支部）に到着い
たしますと到着日が退会日となりますのでご注意ください。
(例) 退会届の　　退会届の
　　　退会予定日　　到着日　 　退会日　　　 請求する月
　　　R8.4. 1　 　   R8.4. 1　 R8.4. 1      R8.4月分まで
      R8.4.30        R8.4.20   R8.4.20      R8.4月分まで
　　　R8.4.30　      R8.4.30   R8.4.30      R8.4月分まで
      R8.4.30        R8.5. 1   R8.5. 1      R8.5月分まで
退会届の到着が遅れたり、翌月になりそうな場合はお手数ですが、岡山県トラック協会本部（086-234-8211）ま
でご連絡をお願いいたします。

地地区区NNOO.. 役役職職・・代代表表者者 所所在在地地 TTEELL・・FFAAXX事事業業者者名名

津山166
エコシステムジャパン㈱　西日本環境物
流センター

センター長
藤崎　　創

〒708-1523
久米郡美咲町吉ケ原1048-2

TEL　0868-62-1573
FAX　0868-62-1340

資 格 喪 失
（ 退 会 ）

996 ㈲延岡建運

Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

086-246-0101

086-243-0180

所 在 地
〒700-0953
岡山市南区西市117-7

社 名 ㈲SEサービス

代 表 者 名 佐藤　清子

会員名簿変更のお知らせ

新規に入会された方のご紹介
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お知らせ

全国 中国

全国 中国

全国 中国

140
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100
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70

60

（円）

スタンド平均

ローリー平均

カード平均
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（円）
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（円）

2025年
12月

2026年
1月

2025年
6月

2025年
7月

2025年
8月

2025年
9月

2025年
10月

2025年
2月

2025年
3月

2025年
4月

2025年
11月

2025年
5月

2025年
12月

2026年
1月

2025年
6月

2025年
7月

2025年
8月

2025年
9月

2025年
10月

2025年
2月

2025年
3月

2025年
4月

2025年
11月

2025年
5月

2025年
12月

2026年
1月

2025年
6月

2025年
7月

2025年
8月

2025年
9月

2025年
10月

2025年
2月

2025年
3月

2025年
4月

2025年
11月

2025年
5月

 131.83 132.71 133.08 128.78 122.63 125.10 124.98 126.22 124.94 121.43 116.55 113.15 131.83 132.71 133.08 128.78 122.63 125.10 124.98 126.22 124.94 121.43 116.55 113.15

 121.44 123.72 124.52 117.17 110.58 113.40 114.13 115.02 113.08 109.85 107.39 102.22 121.44 123.72 124.52 117.17 110.58 113.40 114.13 115.02 113.08 109.85 107.39 102.22

  131.16 133.31 134.04 128.75 121.48 124.28 125.64 126.00 124.07 122.07 116.07 113.89  131.16 133.31 134.04 128.75 121.48 124.28 125.64 126.00 124.07 122.07 116.07 113.89

123.80123.80

109.57109.57
111.69111.69 112.36112.36 113.39113.39 111.82111.82

107.63107.63 107.75107.75
100.94100.94

120.89120.89 122.60122.60

136.69136.69

123.37123.37
125.91125.91 128.18128.18

128.75128.75
126.93126.93 124.51124.51

120.34120.34 116.72116.72

133.77133.77
136.69136.69

133.02133.02

115.31115.31

129.00129.00

126.60126.60

120.28120.28
123.36123.36 123.14123.14 125.10125.10 125.59125.59 123.81123.81

113.42113.42
110.39110.39

129.31129.31 130.81130.81

軽油価格動向推移表（全国平均・中国地区）
消費税抜きの価格となります� 2026年2月25日 現在

（公社）全日本トラック協会
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実施結果

2

【注】

２．実施結果欄には、実施したもの：○、実施できなかったもの：×、該当しないもの：／（斜線）をそれぞれ記入してください。

　　　　（（岡岡山山運運輸輸支支局局検検査査整整備備保保安安担担当当　　TTEELL008866--228866--88115533））

⑥「無車検」車両・「無保険」車両及び「登録番号標不表示」車両の運転防止

４４．．本本点点検検表表はは、、社社内内教教育育記記録録ととととももにに保保存存ししててくくだだささいい。。

４
　
広
報
活
動
の
推
進

車両、停留所、事業所等にポスター、垂幕、立看板等を掲示し、本運動の趣旨を一般に周知する。

車内放送を通じ、本運動の趣旨を一般に周知する。（（ババスス））

関係団体の広報誌やポスター掲示等を通じ、また、運転者及び運行管理者を対象とする講習会への参加や、本運動の趣旨及び次の広報事項を周知す
る。

①歩行者及び自転車利用者（特に子供と高齢者）の安全に配慮。乗合バス等では高齢の乗客の保護に配慮

②後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

③より安全な自動車及び安全装置の普及促進とその正しい使い方の啓発

⑦不正改造の禁止・不正改造車の排除の徹底及び自動車の点検整備の励行促進

⑧「迷惑駐車をしない、させない」の励行

３．運動期間中の自動車事故報告規則第２条に規定する重大事故については、すべて速報願います。

④自賠責制度の役割と交通事故被害者保護の重要性

⑤飲酒運転や無免許運転、覚せい剤や危険ドラック等の薬物使用運転等、悪質・危険な運転行為の禁止の徹底

１．自主点検の実施は、運行管理者クラス以上の役職者が行ってください。

３
　
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用
の
徹
底

乗務員に対する適正なシートベルトの着用指導。

・運行前に、シートベルト及び座席の不具合の有無を点検する。
・シートベルトを乗客が常時着用することができる状態にしておく。
・乗客にシートベルトの着用を促す。
・乗客のシートベルトの着用状況を発車前に点検する。
・高速自動車国道等を走行する乗合バス及び貸切バスにおいては、リーフレットを座席ポケットへ備え付ける等、乗客へのシートベルト
　着用の注意喚起を行う。（（タタククシシーー、、貸貸切切ババスス、、シシーートトベベルルトトをを備備ええたた乗乗合合ババスス））

タクシー・ハイヤー事業者は、シートベルト着用のステッカーを作成し、車内に貼付すること。（（タタククシシーー））

実　　　施　　　事　　　項

１
　
安
全
運
行
の
確
保

輸送の安全が最優先であるという意識を事業者内部に浸透させ、経営トップから現場まで組織が一体となって輸送の安全性の向上に努める。

運転者の体調急変に伴う事故を防止するため、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」（平成２６年４月１８日改訂）に基づき、運転者の疾病等の
状況、医薬品の服用状況等を把握し、健康状態に異常が認められた場合には運転者を交替させる等、適切な運行管理を徹底すること。

過労運転や睡眠不足による事故を防止するため、これら生理的要因が交通事故を引き起こす恐れがあることを運転者に理解させるとともに、日々の点呼に
おける疲労、睡眠不足の状態の確認や、適切な運行指示書の作成などの運行管理を徹底すること。

トラックにおいては特に、追突事故を防止するために車間距離確保と制限速度遵守等を推進すること。

事業用自動車事故調査委員会の調査報告書に提言されている再発防止策を推進すること。

日常点検整備及び定期点検整備の確実な実施。不正改造の禁止。

令和８年春の全国交通安全運動実施結果　　自主点検表
【運動期間】令和８年４月６日（月）～１５日（水）

事業者名（営業所名） 点検年月日 点検実施者の役職及び氏名

車高、視野、死角、内輪差、制動距離等各自動車の構造上の特性を把握し、安全確保を徹底するよう指導すること。
進路変更、転回、後退等の際は、あらかじめバックミラー等により周囲の安全を充分に確かめるとともに、後退時等に周囲の歩行者等に対して警報を発す
る装置（後退警報装置、左折警報装置など）を備える車両では、やむを得ない場合を除き、当該装置を停止しないよう指導すること。

乗務中の携帯電話による通話やスマートフォンの操作を絶対に行わないよう、また、横断歩道において歩行者を優先するよう徹底すること。

運転者に対し、妨害運転（いわゆる「あおり運転」）の悪質性・危険性を周知し、その防止を徹底すること。また、適性診断の結果も活用するなどして、運転
者に対し「思いやり・ゆずり合い」を意識させ、周囲の交通に配慮した運転に努めるよう指導すること。さらに、ドライブレコーダーの利用及びその映像の活
用を図ること。

乗合バスにおいては特に、車内事故を防止するために、停車・発車時における車内確認の徹底や車内アナウンスの実施等を推進すること。

タクシーにおいては特に、交差点内での出会い頭事故や夜間の事故を防止するために、一時停止すべき場所での確実な停止を徹底する等策を推進する
こと。

覚せい剤や危険ドラッグ等薬物の使用防止の指導・啓発を徹底すること。

子供、高齢者、障害者等に配意し、歩行者及び自転車利用者の安全確保を図ること。

飲酒運転の根絶に向けた運転者に対する指導監督を適切に実施するとともに、運行の際には、アルコール検知器の使用による酒気帯びの確認を確実に
行うなど、厳正な点呼を実施し、飲酒運転の絶無を図ること。

夕暮れ時における前照灯の早めの点灯及び、暗い道等での走行用前照灯（上向き）とすれ違い用前照灯（下向き）の小まめな切替えを励行する。

シートベルトを座席に埋没させないなど、乗客が常時着用することができる状態にしておくことはもとより、安全確保のため、車内放送等により乗客にシート
ベルトの着用を促すとともに、発車前に着用状況を目視等により確認すること。

（　　　　　　　　）
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本 会 〒700-8567
岡山市北区青江1-22-33
TEL  086-234-8211 （代） 　 FAX  086-234-5600

岡 山 支 部 〒700-0941
岡山市北区青江1-22-33
TEL  086-234-8211 　 FAX  086-234-5600

倉 敷 支 部 〒710-0847
倉敷市東富井850-1
TEL  086-425-0108 　 FAX  086-425-0138

備 中 支 部 〒714-1224
小田郡矢掛町本堀1296-1
TEL  0866-83-1365 　 FAX  0866-83-1366

美 作 支 部 〒708-0842
津山市河辺722-5
TEL  0868-26-4436 　 FAX  0868-26-4450

備 前 支 部 〒705-0023
備前市伊里中516-1
TEL  0869-67-2882　 FAX  0869-67-2883

自動車運転練習場 〒709-0626
岡山市東区中尾355-1
TEL  086-279-8022 　 FAX  086-279-8022

陸上貨物運送事業労働災害防止協会
岡山県支部

〒700-0941　岡山市北区青江1-22-33　1 階
TEL  086-234-1332 　 FAX  086-234-5600

岡山県運送事業協同組合連合会
岡山県高速運輸事業協同組合

〒700-0941　岡山市北区青江1-22-33　2 階
TEL  086-234-8100 　 FAX  086-234-8383

自動車事故対策機構　岡山支所
運行管理者各講習・適正診断等に関するお問い合わせは
こちらへご連絡ください。

〒700-0941　岡山市北区青江1-22-33　3 階
TEL  086-232-7053 　 FAX  086-231-6742

一般社団法人 岡山県トラック協会及び支部 ご案内

岡山県トラック総合研修会館 入居団体 ご案内

1.	 	正しい運転・明るい輸送運動表彰受賞者決定
1．	 全ト協会長表彰	受賞者決定
2.	 	第46回岡山県トラックドライバー・コンテストを開催します
6.	 	岡山県から感謝状を贈呈されました
7.	 	自動車運転練習場をご利用ください
8.	 	美作支部勉強会を開催
9.	 	「おかやま森づくり県民基金」への寄附金を贈呈しました
10.	 	令和７年度	ダンプ部会新年互礼会を開催
11.	 	中ト協	中国地区物流政策懇談会を開催
12.	 行政だより
 ・春の全国交通安全運動について
 ・春の交通安全県民運動について
 ・年次有給休暇の活用による働き方・休み方の見直しについて

24.	 協会だより
 ・岡山県トラック人材確保対策支援金のご案内
 ・岡山県トラック物流効率化支援金（第３期）のご案内
 ・省エネ運転講習会のご案内
 ・無料採用ホームページ制作のご案内
 ・青年協議会 会員募集中！

30.	 閲覧室
 ・自動車事故対策機構岡山支所だより
 ・ヤマト・スタッフ・サプライ
 ・お知らせ

45.	 資料
 ・ 中退共

47.	 申込書関係
 ・ 春の全国交通安全運動 自主点検表
 ・ 第46回岡山県トラックドライバー・コンテスト申込書

C o n t e n t s

［今月のトピックス］



携帯電話からの接続には、所定の通信料がかかります。
また、QRコード®は読み取り条件などによって読み取
れない場合があります。
※�QRコード®は、株式会社デンソーウェーブの登録商
標です。

研修会、定期イベント、助成金の申請状況等の情報を随時アップしています！

◎本誌内容も閲覧できるようになりました。

ホームページをご活用ください
https://okayama-ta.or.jp

岡山県トラック協会 検 索

重要なお知らせはこちらに掲載

最新のニュースはこちら

各種申請様式のダウンロード・
セミナー等のお知らせはこちら

編集発行　令和8年4月1日
一般社団法人 岡山県トラック協会

〒700-8567　岡山市北区青江1-22-33  
TEL.086（234）8211　FAX.086（234）5600
https://okayama-ta.or.jp

↓

からご覧ください。

おかやまトラック輸送情報／今月の行事

協会の取り組み

定期的な閲覧と
積極的なご活用
をお願いいたします。




